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(57)【要約】
　本発明は、高機能ポリエチレン繊維と、高分子樹脂とを含む長尺体を製造するための方
法であって、高分子樹脂の水性懸濁液をＨＰＰＥ繊維に適用するステップと、ＨＰＰＥ繊
維を集束するステップと、水性懸濁液を部分的に乾燥させるステップと、任意選択的に、
長尺体に温度、張力および／または圧力処理を適用するステップとを含み、高分子樹脂は
、エチレンおよび／またはプロピレンの単独重合体または共重合体である、方法に関する
。本発明は、前記方法によって得ることができる長尺体と、網、ラウンドスリング、スプ
ライス、ベルトまたは合成物質製の鎖の輪等、この長尺体を含む物品とにさらに関する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺体であって、高機能ポリエチレン繊維と、前記長尺体にわたる高分子樹脂とを含む
長尺体を製造するための方法であって、
ａ）高機能ポリエチレン（ＨＰＰＥ）繊維を提供するステップと、
ｂ）ｃ）の前、その間またはその後に前記高分子樹脂の水性懸濁液を前記ＨＰＰＥ繊維に
適用するステップと、
ｃ）長尺体を形成するために前記ＨＰＰＥ繊維を集束するステップと、
ｄ）ステップｂ）において適用された前記高分子樹脂の前記水性懸濁液を少なくとも部分
的に乾燥させるステップであって、それにより、ステップａ）、ｂ）、ｃ）およびｄ）が
完了した時点で、長尺体であって、前記高機能ポリエチレン繊維と、前記長尺体にわたる
前記高分子樹脂とを含む長尺体を得る、ステップと、
ｅ）任意選択的に、ステップｄ）の前、その間および／またはその後に、前記高分子樹脂
を少なくとも部分的に溶融するために、前記樹脂の溶融温度～１５３℃の範囲の温度をス
テップｃ）の前記長尺体に印加するステップと、
ｆ）任意選択的に、ステップｅ）の前、その間および／またはその後に、前記長尺体を少
なくとも部分的に圧密化および／または伸長するために、ステップｄ）で得られた前記長
尺体に圧力および／または張力を印加するステップと
を含み、前記高分子樹脂は、エチレンおよび／またはプロピレンの単独重合体または共重
合体であり、前記高分子樹脂は、ＩＳＯ　１１８３に準拠して測定されて８６０～９３０
ｋｇ／ｍ３の範囲の密度を有し、融解ピーク温度は、４０～１４０℃の範囲であり、およ
び融解熱は、少なくとも５Ｊ／ｇである、方法。
【請求項２】
　前記ＨＰＰＥ繊維は、連続フィラメントまたはステープル繊維である、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記ＨＰＰＥ繊維は、溶融紡糸法、ゲル紡糸法または固体粉体圧縮法によって作製され
る、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記水性懸濁液中の高分子樹脂の濃度は、４～６０重量％、好ましくは５～５０重量％
、最も好ましくは６～４０重量％であり、ここで、重量百分率は、水性懸濁液の総重量に
対する高分子樹脂の重量である、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＨＰＰＥ繊維は、少なくとも１．０Ｎ／ｔｅｘ、好ましくは１．５Ｎ／ｔｅｘ、よ
り好ましくは少なくとも１．８Ｎ／ｔｅｘの強度を有する、請求項１～４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＨＰＰＥ繊維は、超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）を含み、好ましくは、
前記ＨＰＰＥ繊維は、実質的にＵＨＭＷＰＥからなる、請求項１～５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記長尺体中の高分子樹脂の量は、１～２５重量％、好ましくは２～２０重量％、最も
好ましくは４～１８重量％であり、ここで、重量百分率は、前記長尺体の総重量に対する
高分子樹脂の重量である、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記高分子樹脂の密度は、８７０～９２０ｋｇ／ｍ３、好ましくは８７５～９１０ｋｇ
／ｍ３の範囲である、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記融解ピーク温度は、５０～１３０℃の範囲、好ましくは６０～１２０℃の範囲であ
る、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。



(3) JP 2018-529853 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　前記融解熱は、少なくとも１０Ｊ／ｇ、好ましくは少なくとも１５Ｊ／ｇ、より好まし
くは少なくとも２０Ｊ／ｇ、さらにより好ましくは少なくとも３０Ｊ／ｇ、最も好ましく
は少なくとも５０Ｊ／ｇである、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる長尺体であって
、ＨＰＰＥ繊維と、前記長尺体にわたる高分子樹脂とを含み、前記高分子樹脂は、エチレ
ンおよび／またはプロピレンの単独重合体または共重合体であり、前記高分子樹脂は、Ｉ
ＳＯ　１１８３に準拠して測定されて８６０～９３０ｋｇ／ｍ３の範囲の密度を有し、溶
融温度は、４０～１４０℃の範囲であり、および融解熱は、少なくとも５Ｊ／ｇである、
長尺体。
【請求項１２】
　前記長尺体は、ロープまたはリボンである、請求項１１に記載の長尺体。
【請求項１３】
　少なくとも８０重量％のＵＨＭＷＰＥを含み、ここで、重量百分率は、前記長尺体の総
重量に対するＵＨＭＷＰＥの重量である、請求項１１または１２に記載の長尺体。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか一項に記載の長尺体を含む物品であって、網、ラウンドス
リング、スプライス、ベルトまたは合成物質製の鎖の輪である、物品。
【請求項１５】
　高分子樹脂の水性懸濁液の、ＨＰＰＥ繊維のバインダー材料としての使用であって、前
記高分子樹脂は、エチレンおよび／またはプロピレンの単独重合体または共重合体であり
、前記高分子樹脂は、ＩＳＯ　１１８３に準拠して測定されて８６０～９３０ｋｇ／ｍ３

の範囲の密度を有し、融解ピーク温度は、４０～１４０℃の範囲であり、および融解熱は
、少なくとも５Ｊ／ｇである、使用。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、高機能ポリエチレン繊維と、高分子樹脂とを含む長尺体を製造するための方
法と、このような複合長尺体とに関する。ロープおよびリボン等の長尺体は、とりわけ、
係船索、巻き上げロープ、縫合糸、高圧容器、釣り糸等の多くの用途における耐荷重要素
として使用されるように構成される。
【０００２】
　ロープおよびリボンの典型的な用途には繰り返し屈曲が伴い、その中にはシーブ上で屈
曲される用途がある。このような用途に用いられるロープは、ドラム、係船柱、プーリー
、シーブ等の上で頻繁に引っ張られ、その結果としてロープが特に擦れおよび屈曲を受け
る。ロープがこのように頻回の屈曲または曲げを受けると、外部および内部の摩耗および
摩擦熱等に起因するロープおよび繊維の損傷によりロープが破損する可能性がある。この
ような疲労破損は屈曲疲労または曲げ疲労と称されることが多い。
【０００３】
　屈曲疲労が改善されたＨＰＰＥ繊維ロープが、例えば、国際公開第２００７／０６２８
０３号パンフレットおよび国際公開第２０１１／０１５４８５号パンフレットに記載され
ている。国際公開第２００７／０６２８０３号パンフレットには、高機能ポリエチレン繊
維およびポリテトラフルオロエチレン繊維から構成されるロープが記載されている。この
ロープは、３～１８質量％のポリオルガノシロキサン流体を含有し得る。国際公開第２０
１１／０１５４８５号パンフレットには、架橋シリコーンゴムで被覆されたＨＰＰＥ繊維
を含むロープが記載されている。このように、先行技術によれば、屈曲用途におけるＨＰ
ＰＥ繊維の摩擦挙動を低減するために、シリコーン組成物を単独でまたはＰＴＦＥ等の低
摩擦繊維と組み合わせて使用することが提案されてきた。特に国際公開第２０１１／０１
５４８５号パンフレットには、高性能屈曲用途の分野において、その時点までに確立され
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た技術が記載されている。
【０００４】
　国際公開第２００７／０６２８０３号パンフレットおよび国際公開第２０１１／０１５
４８５号パンフレットに記載されているロープには幾つかの欠点があり、特にロープ内に
おいて、ＰＴＦＥフィラメントまたはシリコーン組成物の形態である、耐荷重性を有しな
い構成要素がかなりの量で存在する。その製造プロセスは、材料の組合せまたはそれに関
与する化学反応という点で複雑であり、その結果として製造物が変色することも多い。他
の欠点は、ロープ構成物の潤滑性を増大させたことにより、特に牽引巻取り過程やロープ
にスプライスおよび結び目を作る際の技術的な取扱いに関する問題が発生することである
。最後に重要な点として、記載されているロープは材料の浸出が起こりやすく、一方で破
片、ゴミ、塵、水等の夾雑物がロープ構造内に侵入する可能性があり、劣化が促進される
。これは保護層またはさらなる被覆を追加することによって補われることが多いが、これ
らは製品の取扱い性のみならず屈曲性にも悪影響を与える。
【０００５】
　本発明の目的は、上に述べた問題を少なくとも部分的に克服する製造プロセスと、それ
によって得ることができる繰り返し屈曲性に優れた複合材料とを提供することである。
【０００６】
　本発明は、高機能ポリエチレン（ＨＰＰＥ）繊維を提供するステップと、長尺体を形成
するためにＨＰＰＥ繊維を集束する前、その間またはその後に、高分子樹脂の水性懸濁液
をＨＰＰＥ繊維に適用するステップと、ＨＰＰＥ繊維と、長尺体にわたる高分子樹脂とを
含む長尺体を得るために、ＨＰＰＥ繊維に適用した高分子樹脂の水性懸濁液を少なくとも
部分的に乾燥させるステップと、任意選択的に、懸濁液を少なくとも部分的に乾燥させる
前、その間および／またはその後に、高分子樹脂を少なくとも部分的に溶融するために、
樹脂の溶融温度～１５３℃の範囲の温度を長尺体に印加するステップと、任意選択的に、
高分子樹脂を少なくとも部分的に溶融する前、その間および／またはその後に、長尺体を
少なくとも部分的に圧密化および／または伸長するために、長尺体に圧力および／または
張力を印加するステップとを含むプロセスであって、高分子樹脂は、エチレンおよび／ま
たはプロピレンの単独重合体または共重合体であり、前記高分子樹脂は、ＩＳＯ１１８３
に準拠して測定されて８６０～９３０ｋｇ／ｍ３の範囲の密度を有し、融解ピーク温度は
、４０～１４０℃の範囲であり、および融解熱は、少なくとも５Ｊ／ｇである、プロセス
において、高機能ポリエチレン繊維と、高分子樹脂を含む長尺体とを製造することにより
、この要求を解決するものである。
【０００７】
　予想外にも、本発明の方法に従って製造された長尺体は、シーブ上での繰り返し屈曲性
に優れ、架橋シリコーンゴムを被覆した繊維の繰り返し数に匹敵するかまたはそれを超え
ることさえありながら、上に述べた問題を少なくとも部分的に解消することが見出された
。本発明者らは、この優れた屈曲性に他の向上した機械的性質が伴うことを見出した。前
記向上は、本発明によるの長尺体の、例えば、強度および結節滑脱力（ｋｎｏｔ　ｓｌｉ
ｐｐａｇｅ　ｆｏｒｃｅ）に関して認められた。高分子樹脂が存在することにより長尺体
の重量は増加するが、長尺体の破断力に加えて強度さえ増大することも認められた。さら
に、本発明による長尺体は、長尺体自体またはＨＰＰＥヤーンが一体性を示すため、ロー
プが夾雑物により損傷するリスクを低減することができる。
【０００８】
　本明細書における繊維とは、長手方向の寸法が横断寸法である幅および厚みよりもはる
かに長い、細長い物体と理解される。したがって、繊維という語は、規則的または不規則
な断面を有するフィラメント、帯状片、帯、テープ等を包含する。繊維は、当該技術分野
においてフィラメントまたは連続フィラメントとして知られるもののように長さが連続し
ていてもよく、または当該技術分野においてステープル繊維として知られているもののよ
うに長さが途切れていてもよい。本発明におけるヤーンとは、多数の別々の繊維を含む細
長い物体である。本明細書において別々の繊維とは、繊維自体と理解される。好ましくは
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、本発明のＨＰＰＥ繊維は、ＨＰＰＥテープ、ＨＰＰＥフィラメントまたはＨＰＰＥステ
ープル繊維である。
【０００９】
　本発明に関連するＨＰＰＥ繊維とは、引張強度、耐摩耗性、耐切創性等の機械的性質が
改良されたポリエチレン繊維と理解される。好ましい実施形態において、高機能ポリエチ
レン繊維は、少なくとも１．０Ｎ／ｔｅｘ、より好ましくは少なくとも１．５Ｎ／ｔｅｘ
、より好ましくは少なくとも１．８Ｎ／ｔｅｘ、さらにより好ましくは少なくとも２．５
Ｎ／ｔｅｘ、最も好ましくは少なくとも３．５Ｎ／ｔｅｘの引張強度を有するポリエチレ
ン繊維である。好ましいポリエチレンは、高分子量ポリエチレン（ＨＭＷＰＥ）または超
高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）である。高機能ポリエチレン繊維が超高分子量ポ
リエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）を含み、強度が少なくとも２．０Ｎ／ｔｅｘ、より好ましく
は少なくとも３．０Ｎ／ｔｅｘである場合に最良の結果が得られる。
【００１０】
　好ましくは、本発明の長尺体は、高分子量ポリエチレン（ＨＭＷＰＥ）もしくは超高分
子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）またはこれらの組合せを含むＨＰＰＥ繊維を含み、好
ましくは、ＨＰＰＥ繊維は、実質的にＨＭＷＰＥおよび／またはＵＨＭＷＰＥからなる。
本発明者らは、ＨＭＷＰＥおよびＵＨＭＷＰＥを用いた場合、強度または結節滑脱力に関
して得られる効果が最大となることを確認した。
【００１１】
　本発明に関連する「実質的に～からなる」という表現は、「少量のさらなる化学種を含
み得る」ことを意味し、ここで、少量とは、前記さらなる化学種が５重量％以下、好まし
くは２重量％以下であり、換言すれば、ＨＭＷＰＥおよび／またはＵＨＭＷＰＥを「９５
重量％超含み」、好ましくは「９８重量％超含む」ことを意味する。
【００１２】
　本発明に関連するポリエチレン（ＰＥ）は線状であっても分岐状であってもよく、線状
ポリエチレンが好ましい。本明細書において線状ポリエチレンとは、炭素原子１００個当
たりの側鎖が１未満、好ましくは炭素原子３００個当たりの側鎖が１未満のポリエチレン
を意味するものと理解される。側鎖、すなわち分岐鎖は、一般に、少なくとも１０個の炭
素原子を含む。側鎖は、好適には、ＦＴＩＲで測定することができる。線状ポリエチレン
は、線状ポリエチレンと共重合可能な１種以上の他のアルケン（プロペン、１－ブテン、
１－ペンテン、４－メチルペンテン、１－ヘキセンおよび／または１－オクテン等）を５
ｍｏｌ％以下でさらに含むことができる。
【００１３】
　ＰＥは、好ましくは高分子量であり、極限粘度（ＩＶ）は、少なくとも２ｄｌ／ｇ、よ
り好ましくは少なくとも４ｄｌ／ｇ、最も好ましくは少なくとも８ｄｌ／ｇである。この
ようなポリエチレンでＩＶが４ｄｌ／ｇを超えるものは超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭ
ＷＰＥ）とも称される。極限粘度は、数平均分子量および重量平均分子量（ＭｎおよびＭ
ｗ）のような実際の分子質量のパラメータよりも容易に求めることができる分子量の目安
である。
【００１４】
　本発明による方法に使用されるＨＰＰＥ繊維は、様々なプロセス、例えば、溶融紡糸法
、ゲル紡糸法または固体粉体圧縮（ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｐｏｗｄｅｒ　ｃｏｍｐａ
ｃｔｉｏｎ）法によって得ることができる。
【００１５】
　本発明の繊維を製造するための好ましい１つの方法は、ポリエチレン粉末をエンドレス
ベルトの組合せ間に供給することと、ポリマー粉末をその融点未満の温度で圧縮成形する
ことと、結果として得られた圧縮成形されたポリマーを圧延した後、固相延伸することと
を含む固相粉末法である。このような方法は、例えば、米国特許第５，０９１，１３３号
明細書に記載されており、これは本明細書の一部を構成するものとして本明細書に援用さ
れる。必要に応じて、ポリマー粉末を供給して圧縮成形する前に、ポリマー粉末を、前記
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ポリマーの融点よりも高い沸点を有する好適な液体化合物と混合することができる。圧縮
成形は、エンドレスベルト間でポリマー粉末を搬送しながらポリマー粉末を一時的に保持
することにより実施することもできる。これは、例えば、エンドレスベルトと連動する加
圧プレートおよび／またはローラを取り付けることにより実施することができる。
【００１６】
　本発明に使用される繊維を製造するための他の好ましい方法は、ポリエチレンを押出機
に供給することと、その融点を超える温度で押出すことにより成形品を得ることと、押出
された繊維をその溶融温度未満で延伸することとを含む。必要に応じて、ポリマーを押出
機に供給する前に、例えばゲルを形成するために（好ましくは超高分子量ポリエチレンを
使用した場合など）、ポリマーを好適な液体化合物と混合することもできる。
【００１７】
　さらなる他の方法において、本発明に使用される繊維は、ゲル紡糸法によって作製され
る。好適なゲル紡糸法は、例えば、英国特許第Ａ－２０４２４１４号明細書、英国特許第
Ａ－２０５１６６７号明細書、欧州特許出願公開第０２０５９６０Ａ号明細書および国際
公開第０１／７３１７３Ａ１号パンフレットに記載されている。簡潔には、ゲル紡糸法は
、極限粘度の高いポリエチレンの溶液を調製することと、この紡糸原液を、溶解温度を超
える温度で繊維に押出成形することと、この紡糸原液の繊維をゲル化温度未満に冷却し、
それによって繊維のポリエチレンを少なくとも部分的にゲル化させることと、溶媒を少な
くとも部分的に除去する前、その間および／またはその後に繊維を延伸することとを含む
。
【００１８】
　ここに記載するＨＰＰＥ繊維の製造方法では、生成した繊維を当該技術分野において公
知の手段により延伸、好ましくは一軸延伸することができる。このような手段は、好適な
延伸装置で押出延伸および引張延伸することを含む。機械的な引張強度および剛直性を増
大させるために多段延伸を実施してもよい。好ましいＵＨＭＷＰＥ繊維の場合、延伸は、
通常、一軸方向に多段延伸工程で実施される。最初の延伸工程は、例えば、延伸倍率（延
伸比とも称される）を少なくとも１．５、好ましくは少なくとも３．０とする延伸を含む
ことができる。多段延伸を行うと、典型的には、延伸温度が１２０℃以下の場合には延伸
倍率が９以下となり、延伸温度が１４０℃以下の場合には延伸倍率が２５以下となり、延
伸温度が１５０℃以下および１５０℃を超える場合には延伸倍率が５０以下となるかまた
は５０を超えることができる。多段延伸温度を高くすることにより、延伸倍率を約５０超
に到達させることができる。こうすることによりＨＰＰＥ繊維が生成し、超高分子量ポリ
エチレンの場合、１．５Ｎ／ｔｅｘ～３Ｎ／ｔｅｘおよびそれを超える引張強度を得るこ
とができる。
【００１９】
　本発明の１つのプロセスステップでは、ＨＰＰＥ繊維に水性懸濁液を適用する。このよ
うな懸濁液の適用は、繊維を集束させて長尺体を形成する前、その間またはその後に行わ
れる。水性懸濁液とは、高分子樹脂の粒子が非溶媒として作用する水の中に懸濁している
ものと理解される。高分子樹脂の濃度は幅広く変化させることができ、この濃度は、主と
して、水中に樹脂の安定な懸濁液を配合することができる能力により制限される。典型的
な濃度範囲は、水中の高分子樹脂が２～８０重量％となる範囲であり、この重量百分率は
、水性懸濁液の総重量に対する高分子樹脂の重量である。好ましい濃度は４～６０重量％
であり、より好ましくは５～５０重量％、最も好ましくは６～４０重量％である。分散液
中の高分子樹脂のさらにより好ましい濃度は、少なくとも１５重量％、好ましくは少なく
とも１８重量％、さらにより好ましくは少なくとも２０重量％である。他の好ましい実施
形態において、水性分散液中の高分子樹脂の濃度は、１０～５０重量％、好ましくは１５
～４０重量％、最も好ましくは１８重量％～３０重量％である。このように高分子樹脂の
好ましい濃度がより高いため、長尺体から水を除去するために必要な時間およびエネルギ
ーを抑えながら濃度がより高い長尺体が得られるという利点が得られる可能性がある。懸
濁液は、イオン性もしくは非イオン性界面活性剤、粘着付与樹脂、安定剤、酸化防止剤、
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着色剤等の添加剤、または懸濁液、樹脂およびもしくは作製される長尺体の特性を改質す
る他の添加剤をさらに含むことができる。
【００２０】
　適用される水性懸濁液中に存在し、最終的に得られる本発明の長尺体に存在する高分子
樹脂は、エチレンおよび／またはプロピレンの単独重合体または共重合体であり、これら
はポリエチレン、ポリプロピレンまたはこれらの共重合体とも称され、本発明に関してポ
リオレフィン樹脂とも称される。これは、ポリエチレンの様々な形態、エチレン－プロピ
レン共重合体、１－ブテン、イソブチレンに加えて、ヘテロ原子含有モノマー（アクリル
酸、メタクリル酸、酢酸ビニル、無水マレイン酸、アクリル酸エチル、アクリル酸メチル
等）等のコモノマーとの他のエチレン共重合体；一般には、α－オレフィンおよび環状オ
レフィン単独重合体および共重合体またはこれらのブレンド物を含むことができる。好ま
しくは、高分子樹脂は、コモノマーとして２～１２個のＣ原子を有する１種以上のオレフ
ィン、特にエチレン、プロピレン、イソブテン、１－ブテン、１－ヘキセン、４－メチル
－１－ペンテン、１－オクテン、アクリル酸、メタクリル酸および酢酸ビニルを含むこと
ができるエチレンまたはプロピレンの共重合体である。本発明の高分子樹脂には、コモノ
マーが存在しない幅広い種類のポリエチレンまたはポリプロピレンを使用することができ
、その中でも、直鎖低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＶＬＤ
ＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、アイソタクチックポリプロピレン、アタクチ
ックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレンまたはこれらのブレンド物が挙
げられる。
【００２１】
　さらに、本発明の高分子樹脂は、官能基化されたポリエチレンまたはポリプロピレンま
たはこれらの共重合体とすることができ、あるいは、本発明の高分子樹脂は、官能基化さ
れたポリマーを含むことができる。このような官能基化されたポリマーは官能性共重合体
またはグラフト重合体と称されることが多い。ここで、グラフトするとは、主としてヘテ
ロ原子を含むエチレン性不飽和モノマーでポリマー主鎖を化学変性することを指し、一方
、官能性共重合体とは、エチレンまたはプロピレンをエチレン性不飽和モノマーと共重合
させることを指す。好ましくは、エチレン性不飽和モノマーは酸素および／または窒素原
子を含む。最も好ましくは、エチレン性不飽和モノマーはカルボン酸基またはその誘導体
を含み、その結果として、アシル化ポリマー、具体的にはアセチル化ポリエチレンまたは
ポリプロピレンを生成する。好ましくは、カルボン酸系反応体は、アクリル酸、メタクリ
ル酸、ケイ皮酸、クロトン酸ならびにマレイン酸、フマル酸およびイタコン酸系の反応体
からなる群から選択される。前記官能基化されたポリマーは、通常、カルボン酸系反応体
を１～１０重量％またはそれを超えて含む。樹脂をこのように官能基化することにより、
樹脂の分散性を実質的に向上させることが可能になり、および／またはこの目的のために
存在するさらなる添加剤（界面活性剤等）を減らすことが可能になる。好ましくは、懸濁
液は、高分子樹脂の溶媒として作用し得る添加剤を実質的に含まない。このような懸濁液
は無溶媒と称することもできる。本明細書における溶媒とは、室温で１重量％を超える量
の高分子樹脂が可溶な液体と理解され、一方、非溶媒とは、室温で０．１重量％未満の量
の高分子樹脂が可溶である液体と理解される。
【００２２】
　高分子樹脂は、ＩＳＯ１１８３に準拠して測定されて８６０～９３０ｋｇ／ｍ３、好ま
しくは８７０～９２０ｋｇ／ｍ３、より好ましくは８７５～９１０ｋｇ／ｍ３の範囲の密
度を有する。本発明者らは、前記好ましい範囲内の密度を有するポリオレフィン樹脂を用
いることにより、長尺体の機械的性質と、本発明のプロセスを実施する際の懸濁液（特に
乾燥後の懸濁液）の加工性とのバランスが向上することを確認した。
【００２３】
　本発明の高分子樹脂は、ＡＳＴＭ　Ｅ７９３およびＡＳＴＭ　Ｅ７９４に準拠し、乾燥
試料を１０Ｋ／分の昇温速度で加熱した場合の２回目の昇温曲線を考慮して測定された融
解ピーク温度が４０～１４０℃の範囲であり、融解熱が少なくとも５Ｊ／ｇである、半結
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晶性ポリオレフィンである。本発明の好ましい実施形態において、高分子樹脂は、少なく
とも１０Ｊ／ｇ、好ましくは少なくとも１５Ｊ／ｇ、より好ましくは少なくとも２０Ｊ／
ｇ、さらにより好ましくは少なくとも３０Ｊ／ｇ、最も好ましくは少なくとも５０Ｊ／ｇ
の融解熱を有する。驚くべきことに、本発明者らは、融解熱が増大すると、長尺体が単繊
維様の向上した性質を示すことを見出した。高分子樹脂の融解熱は、最大融解熱の理論値
（完全に結晶化したポリエチレンまたはポリプロピレンの場合には約３００Ｊ／ｇ）以外
には特に上限の制限がない。本発明の高分子樹脂は、融解ピーク温度が特定の範囲内にあ
る半結晶性生成物である。したがって、高分子樹脂の融解熱の妥当な上限は最大で２００
Ｊ／ｇ、好ましくは最大で１５０Ｊ／ｇである。他の好ましい実施形態では、高分子樹脂
の融解ピーク温度は５０～１３０℃の範囲であり、好ましくは６０～１２０℃の範囲であ
る。このような好ましい融解ピーク温度を有することにより、長尺体の乾燥条件および／
または圧密化条件に注意を払う必要性を確実に減らしながら、優れた特性を有する長尺体
が製造されるという意味で、長尺体を製造するためのより堅実な処理方法が得られる。高
分子樹脂は１を超える融解ピーク温度を有し得る。このような場合、前記溶融温度の少な
くとも１つは上述の範囲内にある。高分子樹脂の第２の融解ピーク温度および／またはさ
らなる融解ピーク温度はこの温度範囲内にあっても範囲外であってもよい。そのようにな
る可能性があるのは、例えば、高分子樹脂がポリマーのブレンド物である場合である。
【００２４】
　高分子樹脂の弾性率は幅広い範囲内で変化させることができる。弾性率が低い、例えば
弾性率が約５０ＭＰａである樹脂を用いると、強度特性に優れた非常に可撓性の高い長尺
体が得られるであろう。弾性率が高い、例えば、弾性率が約５００ＭＰａである樹脂を用
いると、構造的外観が向上したモノフィラメント等の長尺体を提供することができる。用
途ごとに、その用途に使用するための具体的な要件に関連する樹脂の最適な弾性率が存在
し得る。
【００２５】
　懸濁液のＨＰＰＥ繊維への適用は、当該技術分野において知られている方法により行う
ことができ、特に懸濁液を繊維に添加するタイミング、繊維の性質、懸濁液の濃度および
粘度に依存し得る。懸濁液は、繊維に、例えば、噴霧、浸漬、刷毛塗り、トランスファー
ロール塗工等により適用することができ、特に本発明の長尺体中に存在させようとする高
分子樹脂の量に依存する。長尺体中に存在する懸濁液の量は、長尺体の意図された用途に
応じて幅広く変化させることができ、採用する方法のみならず、懸濁液の性質によっても
調整することができる。幾つかの適用では、含浸された長尺体を乾燥させるために必要な
エネルギーおよび時間を削減するために高濃度の懸濁液が少量で用いられる。他の適用に
おいて、例えば、低粘度の懸濁液を用いて湿潤速度および含浸速度を増大させようとする
場合、低濃度の懸濁液が有利となり得る。最後に重要な点として、懸濁液の濃度および量
は、前記長尺体中にマトリックス材料として存在する高分子樹脂を所要量で含む長尺体が
得られるように選択すべきである。好ましい実施形態において、高分子樹脂の前記濃度は
、最大で２５重量％、好ましくは最大で２０重量％、さらにより好ましくは最大で１８重
量％、最も好ましくは最大で１６重量％である。他の好ましい実施形態において、高分子
樹脂の濃度は、１～２５重量％、好ましくは２～２０重量％、最も好ましくは４～１８重
量％であり、ここで言う重量百分率は、長尺体の総重量当たりの高分子樹脂の重量である
。
【００２６】
　高分子の水性懸濁液をＨＰＰＥ繊維に適用した後、含浸された繊維、好ましくは、含浸
された繊維を含む集束体は、少なくとも部分的に乾燥される。このような乾燥ステップは
、集束体中に存在する水の少なくとも一部を例えば蒸発させることによって除去すること
を含む。好ましくは、この乾燥ステップ中、水の大部分、より好ましくは基本的に全部が
、任意選択的に他の成分と一緒に除去される。乾燥、すなわち水の除去は、当該技術分野
において知られている方法により行うことができる。通常、水の蒸発には長尺体の温度を
水の沸点までまたは沸点を超えるまで昇温することを含む。昇温は、減圧により補助する
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か、もしくは減圧に置き換えるか、または周囲雰囲気の連続的な入れ替えと組み合わせる
ことができる。典型的な乾燥条件の温度は、４０～１３０℃、好ましくは５０～１２０℃
である。乾燥プロセスの典型的な圧力は、１０～１１０ｋＰａ、好ましくは２０～１００
ｋＰａである。
【００２７】
　本発明のプロセスは、任意選択的に、水性懸濁液の一部を乾燥させる前、その間および
／またはその後に、高分子樹脂を含む繊維を高分子樹脂の溶融温度～１５３℃の範囲の温
度に加熱するステップを含むことができる。繊維の加熱は、加熱温度に設定したオーブン
内に繊維を滞留時間保持し、含浸させた繊維を熱放射に曝露するか、または長尺体を加熱
媒体、例えば、加熱用流体、加熱された気体流または加熱された面と接触させることによ
り実施することができる。好ましくは、この温度は、高分子樹脂の融解ピーク温度を少な
くとも２℃、好ましくは少なくとも５℃、最も好ましくは少なくとも１０℃上回る温度で
ある。温度の上限は、最大で１５３℃、好ましくは最大で１５０℃、より好ましくは最大
で１４５℃、最も好ましくは最大で１４０℃である。滞留時間は、好ましくは２～１００
秒間、より好ましくは３～６０秒間、最も好ましくは４～３０秒間である。好ましい実施
形態において、このステップにおける繊維および／または長尺体の加熱は重複し、より好
ましくは、水性懸濁液の乾燥ステップと組み合わせて行われる。含浸させた繊維に温度勾
配をかけることが実際的であると判明する場合もある。その場合、温度は室温付近から加
熱ステップの最大温度まである時間にわたって昇温され、こうすることにより、繊維は懸
濁液の乾燥から高分子樹脂の少なくとも部分的な溶融への過程を連続的に辿ることになる
。
【００２８】
　本発明のプロセスのさらなる任意選択的なステップでは、高分子樹脂を少なくとも部分
的に溶融する任意選択的なステップの前、その間および／またはその後に、長尺体に圧力
および／または張力を印加することにより、長尺体を少なくとも部分的に圧密化および／
または伸長する。前記圧力は、当該技術分野において公知の手段を用いて圧縮することに
よって印加することができ、これは、特にカレンダ、平坦な長円形または円形形状を有す
る平滑化装置とすることができる。この圧縮手段には隙間が形成されており、この隙間を
加工すべき長尺体が通過することになる。圧密化の圧力は、一般に、１００ｋＰａ～１０
ＭＰａの範囲、好ましくは１１０～５００ｋＰａの範囲である。圧縮は、好ましくは、含
浸させた長尺体を少なくとも部分的に乾燥させた後、より好ましくは、温度を印加する任
意選択的なステップ（その際、長尺体の温度を高分子樹脂の溶融温度～１５３℃の範囲と
する）中またはその後に実施される。当該技術分野において知られている張力付与手段に
より張力を付与することができ、特にローラースタンド、カレンダを単独で用いるか、ま
たは長尺体に動的もしくは静的張力を付与するのに適した上に述べた圧縮手段と組み合わ
せて用いることができる。張力付与手段は長尺体の長手方向に張力を付与する。長尺体に
付与される張力は、０～長尺体の最大破断荷重までの幅広い範囲で変化させることができ
る。好ましくは、この張力は、長尺体の最大破断荷重の最大５０％、より好ましくは２５
％、最も好ましくは最大１０％である。張力付加は、好ましくは、長尺体を少なくとも部
分的に乾燥させた後、より好ましくは、温度を印加する任意選択的なステップ（その際の
長尺体の温度は、高分子樹脂の溶融温度～１５３℃の範囲である）中またはその後に実施
される。長尺体に付加される張力は、長尺体の繊維間に圧力を生じさせ、これは、本発明
と併せて有利に付加することができる。
【００２９】
　本発明の特定の実施形態において、長尺体の圧縮は、含浸させた長尺体を、含浸ステッ
プまたは部分的に乾燥させるステップ中またはその後に、少なくとも１つのシーブ上を通
過させることにより達成することができ、シーブは、好ましくはＵ字またはＶ字型の溝を
有する。
【００３０】
　本発明はまた、本発明のプロセスにより製造される長尺体にも関する。このような長尺
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体は、ＨＰＰＥ繊維の集束体および高分子樹脂を含み、この高分子樹脂は、エチレンおよ
び／またはプロピレンの単独重合体または共重合体であり、この高分子樹脂は、ＩＳＯ１
１８３に準拠して測定されて８６０～９３０ｋｇ／ｍ３の範囲の密度を有し、溶融温度は
、４０～１４０℃の範囲であり、および融解熱は、少なくとも５Ｊ／ｇである。このよう
な長尺体は、本発明の方法に関して上述したまたは後述する好ましい実施形態および潜在
的な利点に依存する。一方、それとは逆に、この長尺体に関する好ましい実施形態に本発
明の方法を適応させることができる。
【００３１】
　本明細書における長尺体とは、細長い物体、特に長尺体の長手方向の寸法が、横断寸法
である幅および厚みよりもはるかに長いＨＰＰＥ繊維を含む細長い物体と理解される。し
たがって、長尺体という語には、これらに限定されるものではないが、ストランド、ケー
ブル、紐、ロープ、リボン、ホース、チューブ等が包含される。好ましくは、前記長手方
向の寸法は長尺体の幅または厚みの寸法のいずれか長い方の少なくとも１０倍、より好ま
しくは少なくとも２０倍、さらにより好ましくは少なくとも５０倍、最も好ましくは少な
くとも１００倍長い。長尺体の断面形状は円形もしくは略円形、長円形または長方形の形
状を有することができ、ここで、円形または略円形の断面を有する長尺体は、これらに限
定されるものではないが、ストランド、ケーブル、紐、ロープ、ホースまたはチューブと
なり得、一方、長円形または長方形の断面を有する長尺体は、一般に、リボンまたは帯状
片と称される。
【００３２】
　長尺体の最も単純な形態は、引き揃えて互いに撚合していない２本以上の繊維からなる
糸から構成される。このような繊維が撚合されていない糸は繊維束と称することもでき、
上に詳述したように様々な断面形状を有することができる。繊維束の繊維は、実質的に同
じ方向、すなわち長尺体の長手方向を向くことになる。さらに、糸は、２本以上の撚合さ
れた繊維から構成することもでき、これは一般にヤーンと称される。数本のヤーンを同方
向または異方向に撚合することにより、いわゆる複合繊維束（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｂｕ
ｎｄｌｅ）、すなわちストランドを作製することもでき、これらを再び集束するかまたは
他の配置の繊維と組み合わせてロープまたはリボン等の複雑な繊維集束体とすることもで
きる。本発明の長尺体における繊維の互いの配置は様々な形態とすることができ、特に繊
維を平行集束、撚合、編組もしくは織成するか、またはヤーン配置もしくは当業者に知ら
れている他の配置とすることができる。
【００３３】
　本発明に関連して、ロープとは、ＨＰＰＥ繊維を含む長尺体であり、この長尺体は、断
面が略円形または円形を有するもののみならず、長円形の断面を有するものもあり、これ
は、張力をかけたロープの断面が、平らな形状、楕円形状または（一次ストランドの本数
に応じて）略長方形状さえ呈することを意味する。好ましくは、このような長円形の断面
のアスペクト比、すなわち短軸に対する長軸の比（または厚みに対する幅の比）は、１．
２～４．０の範囲である。
【００３４】
　本発明によるロープは、撚合ロープ、編組ロープ、平行集束ロープ、ワイヤロープ様構
成のロープ等の様々な構成をとることができる。ロープに含まれるストランドの本数も幅
広い範囲内で変化させることができるが、優れた性能と製造容易性とが両立するように、
一般には少なくとも３本、好ましくは最大１６本である。
【００３５】
　一実施形態において、本発明のロープは編組構成を有し、それにより、使用中も密着性
を維持する強靱でトルクバランスの取れたロープが得られる。様々な編組形態が知られて
おり、一般に、それぞれロープを形成する方法により区別されている。好適な構成として
は、蛇腹打ち（ｓｏｕｔａｃｈｅ　ｂｒａｉｄ）、袋打ち（ｔｕｂｕｌａｒ　ｂｒａｉｄ
）および平打ちが挙げられる。袋打ちまたは丸打ち（ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｂｒａｉｄ）は
ロープ用途に最も一般的な打ち方であり、一般に、２本のストランドの組を互いに絡み合
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わせたものから構成されるが、異なるパターンも可能である。袋打ちのストランドの本数
は幅広く変化させることができる。特に、ストランドの本数が多い場合および／またはス
トランドが比較的細い場合、袋打ちした編組ロープの中心部は中空となる可能性があり、
編組ロープは長円形に潰れる可能性がある。
【００３６】
　本発明に従って編組されるロープのストランドの本数は、好ましくは少なくとも３本で
ある。ストランドの本数に上限はないが、実際には、ロープのストランドの本数は一般に
３２本以下であろう。８本または１２本のストランドを編組した構成を有するロープが特
に好適である。このようなロープは強度および耐屈曲疲労性を好都合に兼ね備え、比較的
単純な装置で経済的に製造することができる。
【００３７】
　本発明によるロープの構成の撚り長さ（撚合構成においてストランドが１周する長さ）
または編組周期（編組ロープの幅に対するピッチ長）は特に重要ではない。好適な撚り長
さおよび編組周期はロープの直径の４～２０倍の範囲である。撚り長さまたは編組周期が
より長いと、強度利用効率がより高く、しかしながら強靱性はより低く、スプライスがよ
り難しい、より緩いロープとなる可能性がある。撚り長さまたは編組周期が短過ぎる場合
、強度が大幅に低下するであろう。したがって、好ましくは、撚り長さまたは編組周期は
、ロープの直径の約５～１５倍、より好ましくはロープの直径の６～１０倍である。
【００３８】
　本発明に関連して、リボンとは、厚みおよび幅を有し、厚みが幅よりも大幅に小さい長
尺体である。好ましくは、リボンの幅対厚みの比は少なくとも５：１、より好ましくは少
なくとも１０：１であり、幅対厚みの比は、好ましくは最大で２００：１、さらにより好
ましくは最大で５０：１である。リボンは、同様に、細幅織物、帯状片、帯状紐、帯また
は平帯と称することもできる。好ましくは、本発明のリボンの幅は２ｍｍ～２００ｍｍ、
より好ましくは４ｍｍ～１００ｍｍ、最も好ましくは５ｍｍ～５０ｍｍであり、厚みは２
０マイクロメートル～５ｍｍ、好ましくは３０マイクロメートル～４ｍｍ、最も好ましく
は４０マイクロメートル～２ｍｍである。本発明のリボンは、その最も単純な形態におい
て、リボンを形成する少なくとも２本、好ましくは少なくとも１０本、最も好ましくは少
なくとも１００本の繊維を平行に配置し、この平行な繊維の配列を本発明の長尺体中に存
在する高分子樹脂内を通過させることにより、互いに連結して一体化したリボンを形成す
ることによって作製することができる。別法として、リボンは、当該技術分野において知
られている構成により、ヤーンを、例えば、織成、編組または編成することにより繊維を
絡み合わせた構造体、例えば平織りおよび／または綾織り構成を有する。リボンは、好ま
しくは、ｎ層の織紐構成を有し、ｎは、好ましくは最大で４、より好ましくは３、最も好
ましくは２である。細幅織物と称されることも多い織成リボンの場合、リボンの実質的に
平行なヤーン（経糸）は本発明の長尺体のＨＰＰＥ繊維を含み、横糸（緯糸）と一緒に織
成されている。前記横糸は、前記ＨＰＰＥ繊維と同一であっても異なっていてもよい。
【００３９】
　本発明の適用可能性を主に長尺体に関して記載してきたが、ロープおよびリボンまたは
一般的な長尺体の使用が知られており、これらも同様に本発明の範囲に包含される。特に
、本発明の長尺体は、網（漁網等）、ラウンドスリング、ベルト（ｂｅｌｔ）、スプライ
スまたは合成物質製の鎖の輪（ｃｈａｉｎ　ｌｉｎｋ）の製造に使用することができる。
本発明による長尺体は、他の長尺体よりも結節強度が高いことが示されており、それによ
って本発明の使用が特に適したものになる。したがって、本発明の実施形態は、本発明の
長尺体、好ましくは、網、スリング、スプライスまたは合成物質製の鎖の輪を含む物品で
ある。
【００４０】
　本発明の好ましい実施形態は、８０重量％超のＵＨＭＷＰＥ、好ましくは９０重量％超
のＵＨＭＷＰＥ、最も好ましくは９５重量％超のＵＨＭＷＰＥを含む長尺体に関し、ここ
で、重量％は、長尺体の総質量に対するＵＨＭＷＰＥの質量として表される。さらに好ま
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しい実施形態において、長尺体中に存在するＵＨＭＷＰＥは、前記長尺体のＨＰＰＥ繊維
に含まれる。
【００４１】
　水性高分子懸濁液（ここで、前記懸濁液中に存在する高分子樹脂は上に述べた実施形態
によるものである）を適用すると、特性が改善された製品が得られる。したがって、高分
子樹脂の水性懸濁液をＨＰＰＥ繊維のバインダーとして使用することは本発明のさらなる
実施形態であり、この高分子樹脂は、エチレンおよび／またはプロピレンの単独重合体ま
たは共重合体であり、高分子樹脂は、ＩＳＯ１１８３に準拠して測定されて８６０～９３
０ｋｇ／ｍ３の範囲の密度を有し、融解ピーク温度は、４０～１４０℃の範囲であり、お
よび融解熱は、少なくとも５Ｊ／ｇである。
【００４２】
　懸濁液のポリオレフィン樹脂が軟化または溶融する温度はより高いことが重要である。
これまでこのような懸濁液がＨＰＰＥ繊維と組み合わせて適用されることはなかった。驚
くべきことに、これらは、様々な製品、特に配向したＵＨＭＷＰＥ繊維を含む製品の性能
を改善する。
【００４３】
　ＨＰＰＥ繊維を含む編組ロープとポリオレフィンポリマーの組合せは国際公開第２０１
１／１５４４１５号パンフレットに記載されている。ここでは、ＨＭＰＥヤーンの芯体が
ポリオレフィンポリマーによって被覆されており、鋼線のストランドの外層に囲まれてい
る。しかし、このような製品はかなりの量のポリオレフィン樹脂を含んでいるか、または
ＨＰＰＥ繊維全体への高分子樹脂の湿潤／分布が不十分である。国際公開第２０１１／１
５４４１５号パンフレットに記載されているものなどの製品と、本明細書に示した方法に
従て作製された製品、特に本明細書に提示している方法および製品とは、高分子樹脂が構
造にわたって分布していることにより特定の機械的性質が改善された長尺体が得られると
いう点で実質的に異なる。含浸後、液体を蒸発させることにより、残存している含浸され
た材料は、より少ない量でおよび／または長尺体にわたって高い均一性で存在する。本明
細書における、長尺体にわたってという語は、高分子樹脂が長尺体のＨＰＰＥ繊維の表面
全体の少なくとも５０％、好ましくはＨＰＰＥ繊維の表面全体の７０％、最も好ましくは
９０％を覆っていることと理解される。懸濁液およびそれを用いて作製された長尺体は、
少なくとも１種のイオン性または非イオン性界面活性剤等の表面活性成分を含むことがで
きる。
【００４４】
　欧州特許出願公開第００９１５４７号明細書には、エチレンまたはプロピレンの結晶性
を有するポリマーで被覆されたＨＰＰＥ繊維が記載されており、ここでは、モノフィラメ
ントまたはマルチフィラメント繊維は、ポリマーを炭化水素系溶媒に溶解した濃度が１２
ｇ／Ｌ以下である溶液と一緒に高温で処理されている。しかしながら、このような高温溶
媒処理により、使用された繊維の特性に悪影響を与える炭化水素系溶媒が繊維に残留する
可能性がある。さらに、ＨＰＰＥ繊維を高温で炭化水素系溶媒と一緒に処理すると、特に
炭化水素系溶媒および／またはポリマーがＨＰＰＥフィラメント内に拡散することにより
、繊維の構造特性に悪影響を与える可能性がある。繊維－ポリマー界面は、ＨＰＰＥが部
分的に腐食および溶解することにより性質が変化する可能性があり、これは、特にＨＰＰ
Ｅ繊維の界面のみならずバルクの性質にも悪影響を与える可能性がある。対照的に、本発
明のプロセスは室温で実施することができ、ＨＰＰＥの非溶媒、すなわち水を使用してい
る。したがって、本発明のプロセスにより製造される繊維および長尺体は、ＨＰＰＥ繊維
の構造特性をより良好に維持することができる。この繊維は表面構造も異なる可能性があ
り、特に炭化水素系溶媒と一緒に高温で処理された繊維と比較すると、炭化水素系溶媒お
よび／またはポリマーをＨＰＰＥ繊維の内部に拡散させないようにすることができるため
、ＨＰＰＥ－被覆界面の識別がより容易である。さらに、欧州特許出願公開第００９１５
４７号明細書に記載されているプロセスおよび製品は、炭化水素溶液中に存在するポリマ
ーの量、したがってＨＰＰＥ繊維に適用されるポリマーの量に制限される。この溶液は粘
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度の増加に制限されるため、多量のポリマー被覆を塗布する場合、塗工作業を繰り返すこ
とのみができる。
【００４５】
　本発明の長尺体を適用するのに好ましい分野は、長尺体が高い結節滑脱力および強度を
有するロープおよびリボンの分野である。驚くべきことに、非耐荷重性高分子樹脂をロー
プ構造に添加することにより、ロープ全体に強度を付与し得ることが見出された。同量の
非耐荷重性高分子樹脂を外側被覆層として、または別個の繊維もしくはヤーンとして追加
すると、強度は低下することになる。
【００４６】
　以下に示す実施例および比較実験により本発明をさらに説明するが、最初に、本発明の
定義に有用な様々なパラメータを決定するために用いられる方法を以下に示す。
【００４７】
［方法］
　・ｄｔｅｘ：ヤーンまたはフィラメントの繊度は、それぞれ１００メートルのヤーンま
たはフィラメントを秤量することにより測定した。ヤーンまたはフィラメントのｄｔｅｘ
は、重量（ミリグラムで表す）を１０で除算することにより求めた。
・融解熱および融解ピーク温度は、標準的なＤＳＣ法であるＡＳＴＭ　Ｅ　７９４および
ＡＳＴＭ　Ｅ　７９３にそれぞれ準拠し、窒素中、乾燥させた試料に対し２回目の昇温曲
線の昇温速度を１０Ｋ／分として測定した。
・高分子樹脂の密度はＩＳＯ　１１８３に準拠して測定する。
・ＩＶ：極限粘度は、ＡＳＴＭ　Ｄ１６０１（２００４）の方法に準拠し、デカリン中、
１３５℃で、溶解時間を１６時間とし、酸化防止剤としてＢＨＴ（ブチル化ヒドロキシト
ルエン）を２ｇ／Ｌの量で含む溶液を使用し、異なる濃度で測定された粘度を濃度ゼロに
外挿することによって測定する。
・ＨＰＰＥ繊維の引張特性：引張強度（または強度）および引張弾性率（または弾性率）
は、ＡＳＴＭ　Ｄ８８５Ｍに規定されているように、Ｉｎｓｔｒｏｎ　２７１４クランプ
「Ｆｉｂｒｅ　Ｇｒｉｐ　Ｄ５６１８Ｃ」型を使用し、繊維の公称標点距離を５００ｍｍ
、クロスヘッド速度を５０％／分とし、マルチフィラメントヤーンを用いて特定および測
定を行う。測定された応力－歪み曲線に基づき、弾性率を歪み０．３％～１％の勾配とし
て求める。弾性率および強度を算出する場合、測定された引張力を上に定めた繊度で除算
する。ＨＰＰＥの密度を０．９７ｇ／ｃｍ３と仮定し、値をＧＰａ単位で求める。
・テープ様形状を有する繊維の引張特性：引張強度、引張弾性率および破断伸びは、幅２
ｍｍのテープを使用し、ＡＳＴＭ　Ｄ８８２に規定されているように、テープの公称標点
距離を４４０ｍｍ、クロスヘッド速度を５０ｍｍ／分とし、２５℃で特定および測定する
。
・ポリオレフィン樹脂の引張強度および破断時引張弾性率をＩＳＯ　５２７－２に準拠し
て測定した。
・厚さ２ｍｍの圧縮成形フィルムを使用し、例えば、欧州特許出願公開第０２６９１５１
号明細書（特にその４頁）に記載されているＮＭＲ測定に基づく校正曲線を使用し、ＦＴ
ＩＲの１３７５ｃｍ－１の吸収を定量化することによって炭素原子１０００個当たりのオ
レフィン性分岐鎖の数を求めた。
【００４８】
［材料］
　懸濁液１は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から商品名ＨＹＰＯＤ１０００として購入し
た。これは融解ピークが５１℃および１３９℃であり、融解熱が２８Ｊ／ｇである、ポリ
オレフィンの５６重量％水性懸濁液である。
【００４９】
　懸濁液２は、Ｍｉｃｈｅｌｍａｎから商品名Ｍｉｃｈｅｍ（登録商標）Ｐｒｉｍｅ５９
３１として購入した。これは融解ピークが７８℃であり、融解熱が２９Ｊ／ｇである、ア
クリレートで変性したポリオレフィンの２８重量％水中懸濁液である。
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【００５０】
　懸濁液３は、プラストマー（Ｑｕｅｏ　０２１０、Ｂｏｒｅａｌｉｓより市販、密度０
．９０２ｇ／ｃｍ３、ピーク融点９５℃、融解熱１２０Ｊ／ｇ）および界面活性剤（Ｓｙ
ｎｐｅｒｏｎｉｃ（登録商標）Ｆ１０８、ＳＩＧＭＡ－ＡＬＤＲＩＣＨより購入）の重量
比７対３の混合物を１００℃で水を加えながら押出成形することにより生成した。懸濁液
の樹脂含有量を求めたところ、４０重量％であった。
【００５１】
［実施例１および比較実験Ａ：］
　３本のＨＰＰＥヤーン（Ｄｙｎｅｅｍａ（登録商標）１７６０　ＳＫ７６、強度３５．
５ｃＮ／ｄｔｅｘ、弾性率１２４５ｃＮ／ｄｔｅｘ）を束ね、懸濁液１を１０倍量の水で
希釈することにより調製したポリオレフィン懸濁液に浸漬することにより含浸させた。湿
潤したヤーンを、撚り数を１６０回／ｍとして撚合し、長さ８．４メートルのオーブンに
供給し、供給速度を５ｍ／ｓ、排出速度を６ｍ／ｓとして通過させた。オーブンの温度を
１５３．６℃に設定した。こうして得られた乾燥したモノフィラメント様製造物（実施例
１）は、３．５重量％のポリオレフィン樹脂および９６．５重量％の繊維状物質を含んで
いた。
【００５２】
　比較実験Ａでは、懸濁液を適用しなかったことを除いて実施例１を繰り返した。
【００５３】
　表１に実施例１および比較実験Ａの試験結果を記載する。驚くべきことに、特に実施例
１の試料が９６．５重量％の耐荷重性ＨＰＰＥ繊維を含むに過ぎないにもかかわらず、実
施例１の試料は、基準試料よりも強度が約５％高く、弾性率が約１０％高い。
【００５４】
【表１】

【００５５】
［比較例Ｂ］
　直径５ｍｍのロープをＨＰＰＥ繊維（ＤＳＭ　Ｄｙｎｅｅｍａ　ＳＫ　７８、１７６０
ｄｔｅｘ）を用いて製造した。ストランドの構成は、４×１７６０ｄｔｅｘ、２０回／ｍ
、Ｓ／Ｚとした。このストランドからロープを製造した。ロープの構成は１２打ちロープ
とし、ピッチは２７ｍｍとした。このロープの平均破断強度は１８７５０Ｎであった。
【００５６】
　ロープの屈曲疲労について試験した。この試験では、３個の自由に回転するシーブ（そ
れぞれ直径５０ｍｍ）上でロープを屈曲させた。３個のシーブを、Ｖ字を描くように配置
し、それぞれのシーブ上でロープの屈曲域が生じるようにロープを配置した。ロープに荷
重をかけて配置し、ロープが破損するまでシーブ上を反復通過させた。この装置の１回の
サイクルで、シーブを一方向に回転させた後、反対方向に回転させた。したがって、装置
の１回のサイクルでロープはシーブ上を６回通過した。この屈曲の移動量は４５ｃｍとし
た。装置の１サイクルの反復周期は５秒間とした。ロープに印加した力はロープの平均破
断強度の３０％とした。比較例Ｂによるロープは、平均３１９回の装置サイクル後［３］
に破損した。
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［比較実験Ｃ：］
　ＳＫ７８（１７６０）ヤーンを国際公開第２０１１／０１５４８５号パンフレットの実
施例１による被覆プロセスおよび被覆組成物により被覆したことを除いて比較実験Ｂを繰
り返した。これは、２成分コーティング中に浸漬した後乾燥させ、次いで１２０℃で硬化
させることを含むものである。架橋シリコーンゴムが被覆されたヤーンを含むロープを比
較Ｂの屈曲試験に付したところ、平均２０４８サイクル後［４］に破損した。
【００５８】
［実施例２～４］
　異なる３本のヤーンから構成されるロープを用いたことを除いて比較実験Ｂを繰り返し
た。実施例２の場合、ＳＫ７８（１７６０）のヤーンを懸濁液３に浸漬した後、ヤーンに
張力を印加しながら６０℃のオーブンで約５分間乾燥させることにより被覆した。得られ
たヤーンの高分子樹脂含有量は約１０重量％であった。実施例３および４では、懸濁液３
を水でそれぞれ１：１および１：３の比（懸濁液：水）で希釈し、被覆されたヤーンを乾
燥させたところ、高分子樹脂含有量は、それぞれ約６～３重量％となった。３種のヤーン
は、全て驚くほど取扱いが容易であり、ほつれ、ネバ付き、油ぎった外観は認められなか
った。
【００５９】
　ロープを上に述べた屈曲疲労試験に付したところ、ロープ２、３および４は、それぞれ
平均１２４６［３］、２２８６［４］および７４８［４］サイクル後に破損した。ブラケ
ット内の数字は各種ロープについて実施した試験回数を表す。
【００６０】
　実施例２～４によるロープは、被覆を有しないロープ（比較実験Ｂ）または架橋シリコ
ーン被覆を有するロープ（比較実験Ｃ）と比較して、顕著な剛直性および丈夫な取扱い性
を示した。屈曲疲労特性および剛直性をこのように兼ね備えるものは過去に経験したこと
がなかったため、ここに記載した連続屈曲試験により明らかになった性能は本発明者らに
とって驚くべきものであった。
【００６１】
［実施例５および６ならびに比較実験Ｄ、ＥおよびＦ：］
　市販のヤーン（Ｄｙｎｅｅｍａ（登録商標）１７６０　ＳＫ７８、強度３５．１ｃＮ／
ｄｔｅｘ、弾性率１１６０ｃＮ／ｄｔｅｘ）を１６本使用し、ピッチ長が約２．５のロー
プを編組した。５個の結節を作製した。各結節は、図１に従って前記ロープ２本を結び合
わせたものとした。第１結節は懸濁液１で湿潤させた後、自然乾燥させた（実施例５）。
第２結節は懸濁液２で湿潤させた後、自然乾燥させた（実施例６）。第３結節は懸濁液４
で湿潤させた後、乾燥させた（比較実験Ｄ）。第４結節は未処理のままとした（比較実験
Ｅ）。
【００６２】
　第５結節（比較実験Ｆ）は、ロープ製造に用いたＳＫ７８－１７６０ヤーンを比較実験
Ｃの架橋シリコーンを被覆したヤーンに替えたことを除いて実施例５と同等のロープを用
いて作製した。
【００６３】
　次いで、全ての結節を、第１ロープの両端部（１）および（２）を、第２ロープの２つ
の端部（３）および（４）と逆方向に引っ張ることにより５００Ｎできつく締めた。結節
が完成したら、第２ロープの一方の端部（３）を図２の（３ａ）の位置で切断した。２つ
の端部（１）および（２）を残りの端部（４）に対して引張ることにより試験を行った。
結節が滑脱した時点の力を結節滑脱力として記録した。
【００６４】
　結節滑脱力の結果を以下に示す。
【００６５】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１は、ロープの結節を示す。

【図１】
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【国際調査報告】
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